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第７回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成22年10月５日) 

 

  第 ７ 回   熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

平成22年10月５日(火曜日) 

午前10時０分開議 

午後０時15分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 平成22年度熊本県一般会計補

正予算(第７号) 

 議案第６号 平成22年度県営かんがい排

  水事業、県営経営体育成基盤整備事業、

  地域密着型農業基盤整備事業、基幹農

  道事業、県営ため池等整備事業、県営

  中山間地域総合整備事業、山のみち地

  域づくり交付金事業、水域環境保全創

  造事業、地域水産物供給基盤整備事業、

  広域漁港整備事業、単県漁港改良事業

  及び漁村再生交付金事業の経費に対す

  る市町村負担金について 

 議案第７号 平成22年度農地海岸保全事

  業及び漁港海岸保全施設整備事業の経費

  に対する市町負担金について 

 議案第８号 平成22年度県営土地改良事

  業の経費に対する市町村負担金について 

 報告第12号 財団法人熊本県農業公社の

  経営状況を説明する書類の提出につい

  て 

 報告第13号 社団法人熊本県林業公社の

  経営状況を説明する書類の提出につい

  て 

 報告第14号 財団法人熊本県林業従事者

  育成基金の経営状況を説明する書類の提

  出について 

請第45号 赤潮被災支援について国への意

見書を求める請願 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

 報告事項 

① 熊本県食料・農業・農村計画の見 

 直しについて 

② 熊本県水産業振興基本構想の見直 

 しについて 

③ 八代海でのシャットネラ赤潮被害 

 について 

④ 熊本県農業振興地域整備基本方針 

 の見直しについて 

――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

委 員 長 佐 藤 雅 司 

副委員長 渕 上 陽 一 

委  員 児 玉 文 雄 

委  員 村 上 寅 美 

委  員 渡 辺 利 男 

委  員 前 川   收 

委  員 中 村 博 生 

委  員 吉 田 忠 道 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

農林水産部 

部 長  田 大 作 

     総括審議員兼  

     農業振興局長 福 島   淳 

次 長 梅 本   茂 

次 長 麻 生 秀 則 

次 長 大 薄 孝 一 

次 長 下 林   恭 

     次 長 神 戸 和 生 

 首席農林水産審議員兼 

農林水産政策課長 白 濵 良 一 

    農林水産政策監 国 枝   玄 
団体支援総室長 牧 野 俊 彦 
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団体支援総室副総室長 田 中 龍 一 

農林水産政策監兼 

団体検査室長 與 田   博 

農業技術課長 佐 藤   巖 

農産課長 本 田 健 志 

     園芸課長 城   啓 人 

畜産課長 高 野 敏 則 

農村計画・技術管理課長 宮 崎 雅 夫 

農林水産技術管理監兼 

技術管理室長 大 里 正 明 

農村整備課長 田 上 哲 哉 

森林整備課長 河 合 正 宏 

林業振興課長 藤 崎 岩 男 

森林保全課長 久 保 尋 歳 

水産振興課長 鎌 賀 泰 文 

漁港漁場整備課長 尾 山 佳 人 

 首席農林水産審議員兼  

  農地・農業振興課長 村 山 栄 一 

   担い手・企業参入 

       支援課長 浜 田 義 之 

  農産物流通企画課長 板 東 良 明 
 農業研究センター次長 大田黒 愼 一 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

議事課課長補佐 平 田 裕 彦 

政務調査課課長補佐 川 上 智 彦 

――――――――――――――― 

  午前10時０分開議 

○佐藤雅司委員長 それでは、全員おそろい

でありますので、ただいまから第７回農林水

産常任委員会を開会いたします。 

 それでは、本委員会に付託されました議案

等を議題とし、これについて審査を行いま

す。 

 まず、議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 それでは、田農林水産部長から総括説明

を行い、続いて担当課長から順次説明をお願

いします。 

 

○田農林水産部長 今回御提案しておりま

す議案の概要について御説明申し上げます。 

 今回御提案しておりますのは、平成22年度

一般会計補正予算関係と条例等関係３件及び

報告事項３件でございます。 

 初めに、一般会計補正予算についてでござ

いますが、総額16億円余の増額補正となって

おり、補正後の農林水産部の一般会計予算総

額は620億円余となっております。 

 補正予算の内容は、赤潮対策関係及び災害

復旧関係等でございますが、その概要につい

て御説明申し上げます。 

 赤潮対策関係では、短期間で出荷できる中

間魚購入のための経費助成、当面の運転資金

などのため、融資枠15億円の無利子または低

利子の資金創設のほか、被害漁業者が資金を

借りやすくするための漁業信用基金協会への

保証料補助などを行います。 

 また、被害魚処理に要する経費の助成、赤

潮被害を受けない新規漁場の可能性を探るた

めの海域調査等を実施いたします。 

 これらに総合的に取り組むことによって、

魚類養殖業者の経営再生を支援してまいりま

す。 

 梅雨前線豪雨などによる災害復旧関係とい

たしましては、農地・農業用施設災害復旧事

業、林道災害復旧事業及び治山事業について

所要額を計上いたしております。 

 このほか、地球温暖化対策として、土地改

良事業により、農地土壌に炭素貯留を推進す

るための実験事業の実施や、森林整備促進及

び林業等再生基金を活用して、地域材を利用

した新製品開発及び木材加工流通施設整備に

対する助成などを行います。 

 次に、条例等案件といたしましては、平成

22年度に実施いたします農業基盤、林道、漁

港整備などの各事業、海岸保全事業及び県営

土地改良事業に要する経費の一部について、

受益市町村に負担いただく負担率を定めるた
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めの３議案を提案しております。 

 次に、報告事項といたしましては、財団法

人熊本県農業公社、社団法人熊本県林業公社

及び財団法人熊本県林業従事者育成基金の経

営状況を説明する書類を提出しております。 

 以上が主な概要でございますが、詳細につ

きましては、それぞれ担当課長、総室長から

説明申し上げますので、よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。 

 また、その他報告事項といたしまして、熊

本県食料・農業・農村計画の見直し、熊本県

水産業振興基本構想の見直し、八代海でのシ

ャトネラ赤潮被害及び熊本県農業振興地域整

備基本方針の見直しについて、担当課長、総

室長から御報告申し上げることとしておりま

す。 

 以上、どうぞよろしくお願いを申し上げま

す。 

 

○白濵農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 資料の１ページをお願いします。 

 平成22年度９月補正予算の総括表でござい

ます。農林水産部全体では、合計で16億円余

の増額補正でございます。 

 次に、13ページをお願いいたします。 

 13ページの議案第６号から17ページの議案

第８号は、いずれも平成22年度の農林水産部

所管の県営事業につきまして、受益市町村に

御負担いただく負担率を定めるものでござい

ます。 

 市町村負担率を定めるに当たっては、受益

市町村の意見を聞いた上で、県議会の議決を

経て定めることとなっておりますが、根拠法

が地方財政法、海岸法、土地改良法と異なっ

ておりますので、この法律ごとに議案を提案

しております。 

 市町村負担金につきましては、昨年度から

見直しに着手いたしまして、今年度は各事業

について事務費に関する負担を廃止しており

ます。各事業の負担割合は、国のガイドライ

ン等により策定しております。 

 負担金関係については以上でございます。

よろしく御審議のほどお願いします。 

 続きまして、19ページをお願いします。 

 報告第12号財団法人熊本県農業公社の経営

状況を説明する書類の提出についてでござい

ます。 

 内容につきましては、農林水産政策課、農

地・農業振興課及び畜産課にまたがりますの

で、農林水産政策課から御報告させていただ

きます。 

 平成21年度の経営状況につきまして御説明

いたします。 

 お手元の冊子、経営状況を説明する書類の

中に要約した資料を挟んでおりますので、そ

の資料で御説明させていただきます。(｢１枚

紙でよか」と呼ぶ者あり)はい、１枚紙でご

ざいます。 

 ローマ数字のⅠ基本情報に記載しておりま

す設立の主旨、設立年月日、組織、基本金に

つきましては記載のとおりでございます。 

 ローマ数字のⅡ平成21年度決算の概要につ

いてでございますが、当公社には、農地保有

合理化事業と畜産基盤整備事業を行う一般会

計、種雄牛管理センター運営事業を行う畜産

振興基金特別会計及び農業公園管理運営等事

業特別会計の３会計がございます。 

 下段の正味財産期末残高は、合計で４億9,

600万円余となっております。これらのう

ち、畜産振興基金特別会計につきましては、

後ほど御説明しますが、平成21年度で事業が

終了し清算したため、正味財産期末残高がゼ

ロとなっております。 

 次に、ローマ数字のⅢの事業実績等で個別

の事業実績等について御説明いたします。 

 最初に、１農地保有合理化事業についてで

ございます。 

 当事業は、農業従事者の減少、高齢化等を

背景に、規模を縮小したい農家等から農地を
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買い入れ、農業公社の有する農地の中間保有

機能や再配分機能等を活用して、規模拡大を

希望する担い手農業者等へ農地を集積する事

業であります。その中心事業の農地売買事業

の平成21年度の実績でございますが、買い入

れ、売り渡し実績ともに、面積、金額につき

まして前年度を上回っております。 

 次に、２の畜産基盤整備事業についてでご

ざいますが、畜産公共事業の事業主体とし

て、阿蘇東部地区、宇城・上益城地区の２地

区で、草地、畜舎、家畜排せつ物処理施設等

の整備を実施したところでございます。 

 続きまして、裏面の３種雄牛管理センター

事業についてでございます。 

 県の委託によりまして、種雄牛14頭を飼育

管理し、凍結精液を製造、供給する事業を行

いまして、平成21年度は約２万2,000本の精

液採取を行いました。 

 なお、参考として記載しておりますが、20

年度末の公共育成牧場廃止に引き続きまし

て、21年度をもって当該管理センター事業も

廃止しまして、畜産振興基金特別会計に係る

すべての事業を廃止いたしました。それに伴

いまして、累積損失を畜産振興基金４億4,30

0万円で補てんしまして、すべての清算を完

了しております。 

 次に、４の農業公園管理運営等事業につい

てでございますが、県農業公園の指定管理者

として施設の管理運営を受託しております。 

 平成21年度の入園者数は、大規模なイベン

トの影響もありまして、対前年度比102.6％

の約46万1,000人となっております。このう

ち、体験農園の利用者につきましては、幼稚

園児や保育園児を対象とした食育等の取り組

みを強化し、約8,200人の参加となっており

ます。 

 次に、ローマ数字のⅣその他でございます

が、農業公社の今年度の取り組みに関しまし

て１点御報告申し上げます。 

 新規就農支援の強化に向けて、農業公社と

財団法人熊本県農業後継者育成基金を今年度

中に合併することといたしております。 

 県政の重要課題である担い手の育成や耕作

放棄地の解消のさらなる推進を目指し、就農

相談から農地あっせん、さらに就農定着をワ

ンストップで支援するために合併するもので

ございます。８月に合併契約を締結しまし

て、12月には合併登記を予定しております。

これに伴いまして、公園管理部門を除く事務

所を県庁内に移転いたしております。 

 以上が財団法人熊本県農業公社の経営状況

についての概要でございます。 

 農林水産政策課は以上でございます。 

 

○牧野団体支援総室長 説明資料の２ページ

をお願いいたします。 

 団体支援総室は、補正予算の関係でござい

ます。今回の補正予算は、赤潮被害対策関係

の補正予算をお願いしております。 

 今回の赤潮被害につきましては、後ほど水

産振興課の方から御説明いたします中間魚の

購入費の助成、それから、それを含めまし

て、いろんな資金についての融資、それか

ら、漁業信用基金協会の保証を受けやすくす

るための保証料補助、こういうふうなものを

セットでできるだけきめ細かにということで

考えたものでございます。 

 まず、資料の２ページでございますけれど

も、団体支援総室の融資関係でございます

が、上段、上半分が漁業近代化資金の関係で

ございまして、右側の説明欄、漁業近代化資

金の融資枠を、今回の赤潮被害ということで

枠を拡大するものでございます。 

 それから、資料の下半分、説明欄の方にマ

ル新が２つございますが、まず上の方のマル

新、これが新しく創設しました資金でござい

まして、県とそれから関係市が連携いたしま

して利子補給を行いまして、低利融資または

一定の場合に無利子とする資金でございま

す。 
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 説明欄括弧のところに融資枠５億、10億と

しておりますが、５億の方が系統金融機関を

大体利用する場合、それから10億の方が、そ

れを含めまして市中銀行等も利用できる場合

と、そういうふうなことであわせて10億円の

融資枠を設定したものでございます。 

 それから、説明欄の一番下、２のマル新で

ございますが、これは融資を受ける場合に通

常漁業信用基金協会の保証を受けた方が受け

やすいということになりますが、その場合に

保証料が必要になりますので、それにつきま

して保証料の助成を行うというものでござい

ます。 

 次の３ページをごらんください。 

 ３ページは、債務負担行為の設定だけにな

ってございますが、右側の説明欄ですけれど

も、同じくマル新は新規でございます。 

 これは保証料補助と同じような趣旨でござ

いますが、赤潮対策の債務保証損失補償とい

うふうにしておりますけれども、被害漁業者

が融資を受ける場合、漁業信用基金協会の保

証を受けやすくするようにということで漁業

信用基金協会に損失補償をするというもので

ございますが、今年度まで国の緊急保証制度

がございますので、基本的にはその無担保保

証制度を利用していただくということで動け

ると思いますが、どうしても１人当たりの限

度額を使っておられる場合、そのような場合

にもできるだけこの漁業信用基金協会の保証

が受けられるようにという趣旨でございま

す。 

 以上、全体といたしまして、補正欄1,630

万9,000円の設定でおります。よろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

 

○佐藤農業技術課長 農業技術課でございま

す。 

 資料の４ページをお願いします。 

 農業技術課は、２件とも平成21年度分の国

庫支出金の返納に伴う補正でございます。 

 まず、農作物対策費は、説明欄のとおり、

農地・水・環境保全向上対策事業のうち営農

活動支援の部分でありますが、これは農地や

農業用水等の資源の適切な保全管理を行って

いる地域におきまして、環境保全型農業に地

域でまとまって取り組んでいる活動組織への

支援を実施しているものであります。 

 次に、下段の植物防疫費でございますが、

説明欄の総合的病害虫防除推進事業として、

これは化学農薬だけに依存しないで、例え

ば、天敵とか防虫ネットとかＵＶカットフィ

ルムなどを使って、物理的な防除を組み合わ

せて総合的に病害虫を防除推進するために、

ウイルス検定等の支援とか、展示圃の設置と

か、対策会議の開催等に取り組んでおりま

す。 

 いずれも、この経費の節減等に努めた結

果、事業費の確定に伴いまして国交付金の返

還を行うもので、合わせて116万円余の補正

をお願いするものでございます。 

 農業技術課は以上であります。 

 

○田上農村整備課長 農村整備課でございま

す。 

 資料の５ページをお願いいたします。 

 農業総務費でございます。 

 中山間地域等直接支払事業に係る国庫補助

対象経費の拡大でございますが、これは測量

費が新たに交付対象経費となったものでござ

います。それと、中山間地域等直接支払基金

事業につきましては、協定面積の変更に伴う

市町村返納金の積み立てでございます。合わ

せまして、242万円余の増額補正をお願いす

るものです。 

 次に、農地総務費でございます。 

 土地改良事業国庫支出金等返納金でござい

まして、1,065万円余の増額補正をお願いす

るものです。これは、平成21年度の県営中山

間地域総合整備事業におきまして、工事請負
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契約の変更に伴い不用額が発生しましたの

で、その返還金分でございます。 

 続きまして、６ページをお願いします。 

 土地改良費でございます。 

 県営かんがい排水事業におきましては、宇

土市の大河洲地区と芦北町芦北地区の２地区

の排水機場下部工事の債務負担設定をお願い

するものでございます。県営経営体育成基盤

整備事業につきましては、天草市の楠浦地区

におきまして、炭素貯留関連基盤整備実験事

業を実施するものでございまして、3,500万

円の増額補正をお願いするものです。 

 次に、農地災害復旧費でございます。 

 本年６月17日から７月15日までの梅雨前線

豪雨等によりまして、農地と農業用施設の被

害が天草市、山都町及び山鹿市など県内20市

町の254カ所で発生しております。復旧事業

費として、１億2,100万円の増額補正をお願

いするものでございます。 

 農村整備課は以上でございます。 

 

○河合森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 20ページをお願いいたします。 

 熊本県林業公社の経営状況につきまして説

明させていただきます。 

 説明のペーパーにつきましては、恐らく左

手にございます社団法人熊本県林業公社の経

営状況を説明する書類に挟んでおります１枚

紙、社団法人熊本県林業公社の平成21年度決

算概要についてでさせていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 Ⅰの基本情報でございますが、昭和36年

に、計画的な造林を推進するため、五家荘林

業公社として設立されまして、その後、昭和

46年に松くい虫被害が全県的に発生し、その

被害跡地の造林を進めるために、県内一円を

対象とする現在の公社に改組しております。

組織・出資金でございますが、資料に記載さ

れているとおりでございます。なお、職員に

つきましては、平成８年の18人から現在11名

まで縮減をしてきております。 

 Ⅱの平成21年度の決算の概要でございま

す。 

 まず、(1)の平成22年３月31日時点の貸借

対照表でございます。 

 資産の部の流動資産につきましては、未収

金等でございます。固定資産は、ほとんどが

山林としての資産でございます。 

 負債の部の流動負債は、未収金等でござい

ます。また、固定負債は、297億円余でござ

います。この固定負債の内訳ですが、県から

の長期借入金が214億円、日本政策金融公庫

からの借入金が約83億円となっております。 

 次に、(2)の収支計算書でございます。 

 支出の部の事業費は、間伐等の造林事業費

等でございます。一般管理費のうち、支払い

利息は、日本政策金融公庫からの借入金に係

る支払い利息でございます。分収交付金につ

きましては、間伐等で収益が上がった場合に

土地所有者に分収金として交付するものでご

ざいます。受託事業費につきましては、県有

林の保育、管理を受託したものでございま

す。また、借入金返済支出は、県及び日本政

策金融公庫からの借入金の元本償還分でござ

います。これらを合わせた支出の合計額は７

億2,100万円余となっております。 

 次に、収入の部でございますが、事業収入

は約9,900万円となっております。公社有林

は、まだ林齢が若く本格的な伐採年齢に達し

ていないことや、経営改善の一環として長伐

期化も進めているということもあり、収入額

が小さくなっております。収入の大半は、間

伐による収入となっております。補助金収入

ですが、造林補助金や森林整備地域活動支援

交付金等の森林整備に係る補助金でございま

す。借入金収入は、県からの借入金でござい

ます。収入の部合計で７億6,700万円余とい

う状況になっております。 

 裏面をお願いいたします。 
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 次に、Ⅲの事業実績等でございます。 

 分収契約による森林整備でございますが、

林業公社による森林整備は、土地所有者と公

社が契約を結び、林業公社が費用を負担いた

しまして造林、保育、管理を行い、伐採時に

立木の販売収入を林業公社と土地所有者で分

け合う分収契約方式で行っているところでご

ざいます。その分収の割合は、林業公社が

６、土地所有者が４ということを基本として

おります。平成21年度末の契約件数は1,438

件、面積は9,285ヘクタールという状況でご

ざいます。 

 ２の主要事業の実績でございますが、現在

新規の契約を原則凍結しておりまして、新植

ゼロ、改植２ヘクタール、下刈り48ヘクター

ル、除間伐330ヘクタールを実施しておりま

す。 

 最後に、Ⅳの林業公社の経営改善に向けた

取り組みでございます。 

 林業公社につきましては、長期にわたりま

す木材価格の下落、低迷等によりまして、借

入金の解消など将来的な収支見通しが大変厳

しい状況にあります。 

 このような中で、これまでも、組織の縮小

や職員数の削減、あるいは県からの貸付金の

無利子化等の経営改善の取り組みを進めてき

たところでございますが、平成20年３月に、

有識者によります熊本県林業公社経営改善推

進委員会から、さらなる追加的な改善策に最

大限取り組むべきであるとの提言をいただい

たところでございます。この提言を踏まえ、

平成20年度から追加的経営改善策に取り組ん

でおるところでございます。 

 その改善策の１つ目は、長伐期化の推進で

ございまして、これは土地所有者の御理解を

得まして、通常50年生程度で伐採するものを

80年生程度に延長いたしまして、大径材生産

による木材収入の向上等を図るものでござい

ます。この長伐期化した場合には、日本政策

金融公庫からの借入金を低利のものに借りか

える制度がございましたので、これを活用

し、利子負担の軽減を図るものでございま

す。平成21年度は、新たに303ヘクタールの

契約延長を行い、累計で5,521ヘクタールと

なったところでございます。 

 ２つ目の改善策は、分収割合の見直しでご

ざいます。 

 分収の割合は、林業公社６、土地所有者４

を基本としておりますが、契約相手方が市町

村、財産区の場合には８対２に、個人の場合

は７対３に変更をお願いしているところでご

ざいます。 

 平成20年度に、個人との分収割合の見直し

を関係機関が連携、協力して取り組むため、

県、林業公社、関係市町村等で構成する熊本

県美しい森林整備対策協議会が設置され、平

成21年度から分収契約の見直しの具体的な働

きかけを行い、117名の分収契約者から分収

割合変更について同意を得たところでござい

ます。今後も分収契約の変更を進めてまいり

ます。 

 説明は以上でございますが、県、公社が一

体となって、現在経営改善を最大限努めてい

るところでございます。御理解のほどよろし

くお願い申し上げます。 

 森林整備課は以上でございます。 

 

○藤崎林業振興課長 林業振興課です。 

 資料の７ページをお願いします。 

 まず、林業振興指導費の県産木材需要拡大

対策費及び林業・木材産業振興施設等整備事

業費ですが、合わせて9,543万円余の増額を

お願いしております。 

 これは、熊本県森林整備促進及び林業等再

生基金を活用して県産材利用を促進するた

め、地域材を活用した新製品開発等に対する

助成を行いますとともに、高性能林業機械の

導入及び木材加工流通施設整備に対し助成を

行うものです。 

 次に、林道災害復旧費の現年林業災害復旧
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費で１億9,738万円余の増額をお願いしてお

ります。 

 これは、本年５月22日から25日までの豪雨

及び６月28日から７月15日までの梅雨前線豪

雨により被災した林道施設の復旧を図るもの

で、水上村の梅木鶴線を含む21路線、36カ所

について９市町村が実施します復旧事業を助

成するものです。 

 また、次の国庫支出金返納金で６万円余の

増額をお願いしております。これは、菊池市

への過年度交付額の確定に伴います国庫支出

金の返納であります。 

 以上、林業振興課としましては、２億9,28

8万4,000円の増額補正をお願いしておりま

す。 

 次に、21ページをお願いします。 

 報告第14号、財団法人熊本県林業従事者育

成基金の経営状況を説明する書類の提出につ

いてでございます。 

 このことにつきましては、お手元の冊子の

中に１枚ペーパーをお配りしていると思いま

す。これにより説明させていただきます。 

 まず、１設立の背景、２の設立年月日でご

ざいますが、当基金は、森林組合や民間林業

会社などの林業事業体に直接雇用されている

林業従事者の就業環境を整備し、林業従事者

の安定確保と育成を図ることを目的として、

平成元年11月30日に設立されております。 

 県、全市町村、森林組合等の出捐によりま

して、平成９年度までに32億円を超える基金

を積み立て、その運用益により、退職金共済

や社会保険制度掛金の事業主負担に対する助

成を行うとともに、同年度には、当基金が、

林業労働力の確保の促進に関する法律に基づ

き熊本県林業労働力確保支援センターに指定

されたことに伴いまして、林業労働力の確

保、育成のために各種補助事業や委託事業を

あわせて実施しております。 

 次に、３組織等でありますが、役員としま

して、理事13名、監事３名、事務局は９名で

業務を執行しております。 

 次に、４基本財産でありますが、積み立て

ました基金を運用し事業を実施してまいりま

したが、その間、平成12年度、13年度及び15

年度につきましては、利子収入の減少等から

基本財産の一部を取り崩して事業を実施しま

した。一方、平成19年度及び20年度には、民

間林業会社から出捐をいただいており、その

結果、現在の基本財産は31億7,793万円とな

っております。 

 ここで、基本財産の時価評価と評価損につ

いて若干説明申し上げます。 

 当基金は、基本財産を国債やユーロ債とい

った有価証券を満期保有目的債券として保有

し、会計処理上、取得価格により評価をして

まいりました。一昨年、基金助成事業に充て

る利子収入が不足する事態となった際に国債

の一部を売却し、含み益を収入として確保す

ることにより、利息収入等と合わせて基金助

成事業を執行することができました。その結

果、公益法人会計基準上、債券区分がその他

の債券となり、評価方法が取得価評価から時

価評価となりました。 

 21年度末の評価損は４億790万円余となっ

ております。この評価損は、ユーロ債及び国

債の評価損であり、両債券は、満期売却の場

合、元本保証となっておりますことから、実

際には現金収支に影響はないものと考えてお

ります。 

 次に、５基本財産の利子収入につきまして

は、基本財産を国債及びユーロ債に約半分ず

つ運用し、これまで多くの利息収入を得てい

るところであり、適正に運用されているもの

と考えております。 

 裏面をお願いします。 

 平成21年度決算の概要でありますが、正味

財産増減計算書で説明いたします。 

 まず、一般正味財産増減の部ですが、これ

は基金助成事業及び林業労働力確保支援セン

ター事業等にかかわるものであり、当期増減
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額がマイナス1,440万円余となり、期末残高

が2,040万円余となっております。 

 次に、指定正味財産増減の部ですが、先ほ

ど説明しました時価評価による会計処理等に

より、当期増減額がマイナス9,375万円余と

なり、期末残高が27億7,002万円余となって

おります。そのため、会計の正味財産は、期

首残高28億9,860万円余に対しまして、期末

残高は27億9,043万円余となっております。 

 次に、Ⅲの事業実績等でありますが、まず

１基金助成事業であります。 

 事業費として、１億2,270万円余となって

おります。①の退職金共済制度及び②の社会

保険制度加入促進策としまして、事業主が負

担する掛金の２分の１以内を助成しており、

延べ1,295人分で１億201万円余を助成してお

ります。その他、新規参入者を雇用する事業

体に対して各種助成を行っております。 

 次に、２林業労働力確保支援センター事業

ですが、国や県の補助事業や委託事業を3,80

4万円余で実施しており、まず、①の補助事

業では、地域林業の中核的な担い手である林

業技能作業士の養成研修、林業技能競技会の

実施、新規参入促進のための広報活動等を、

また、②から④の委託事業では、ＯＪＴ講師

養成研修や林業事業体に対する相談指導、管

理者研修等を行っております。 

 以上で報告を終わります。 

 

○久保森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 説明資料の８ページをお願いいたします。 

 まず、治山費ですけれども、今回治山費で

10億2,640万円余の増額の補正をお願いして

おります。 

 内訳でございます。 

 治山事業につきまして、説明欄にあります

とおり、前年度の梅雨前線豪雨等により被災

いたしました山地災害箇所で、本年度の梅雨

前線豪雨の影響を受け２次災害の危険性が高

い小国町の西田平地区を含む24カ所につきま

して、治山事業により復旧を図るものでござ

います。 

 次に、緊急治山事業でございます。 

 本年６月末の梅雨前線豪雨により発生いた

しました八代市泉町栗木の山地災害箇所につ

きまして緊急に復旧を図るものでございま

す。 

 次に、単県治山事業でございます。 

 これも同じく梅雨前線豪雨により発生いた

しました山地災害のうち、国庫補助の対象と

ならない比較的規模の小さい被災箇所を復旧

するものでございます。県営事業と次のペー

ジの市町村営を合わせまして、20カ所につい

て事業を実施いたします。 

 ９ページをお願いいたします。 

 続きまして、保安林管理事業でございま

す。 

 これは、国の権限に係る保安林の指定、解

除に係る調査費で国からの委託費でございま

して、国からの委託費の増によるものでござ

います。 

 次に、治山施設災害復旧費でございます。 

 昨年度被災いたしました八代市泉町樅木の

治山施設につきまして、昨年度から復旧に取

り組んでいるところですけれども、国の再査

定が本年５月にありまして、設計変更となり

ました。設計変更の内容は、当初表層崩壊と

見込んでおったんですけれども、地すべり性

の崩壊というふうなことで認定されまして、

それに伴う工法の変化、アンカー工法の追加

というふうな設計変更となりまして、1,719

万円余の補正をお願いするものでございま

す。 

 以上、森林保全課といたしまして、総額10

億4,360万円余の増額補正をお願いするもの

でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○鎌賀水産振興課長 水産振興課でございま

す。 
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 引き続き、10ページをお願いいたします。 

 漁場環境等対策事業費でございます。今回

の赤潮被害対策として新規事業をお願いする

ものでございます。 

 説明欄にありますとおり、まず１つ目が、

赤潮被害魚処理緊急対策事業として、関係市

が実施します赤潮で死んだ養殖魚の処理を支

援するもので、処理経費の３分の１を補助す

るものでございます。400万円を計上してお

ります。 

 ２つ目は、赤潮被害経営再開緊急支援事業

ということで、今回の赤潮で被害を受けられ

ました養殖業者の方々の早期の経営再開を支

援するため、死んだ養殖魚を補い、短期間で

出荷するため、購入いたします養殖魚、中間

魚といいますが、これの購入費に対して助成

するものでございます。購入に要する経費か

ら共済で補てんされる生産原価を差し引いた

その差額について、県、関係市で３分の１ず

つの補助を行うもので5,000万円を計上いた

しております。 

 以上、水産振興課合わせて5,400万円の増

額補正をお願いするものでございます。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 11ページをお願いします。 

 今回の赤潮対策の対応の一つとしまして、

赤潮被害を回避するための新漁場の可能性を

検討するための潮流や水深等の調査に必要な

経費といたしまして、900万円の増額補正を

お願いしております。 

 以上でございます。 

 

○村山農地・農業振興課長 農地・農業振興

課でございます。 

 12ページをお願いいたします。 

 まず、農業総務費の農村地域農政総合推進

事業でございますけれども、274万円余の増

額補正をお願いしております。 

 これは、説明の欄にありますとおり、主に

農地流動化推進事業におきまして県農業公社

が農地を中間的に保有する際に資金の借り入

れをいたしますけれども、これに対して利子

助成などを行っております。21年度のこれら

の農地流動化に係る事業につきまして、国庫

補助金額が確定しましたために、国庫分を返

納するものでございます。 

 次に、下の農業委員会等振興助成費でござ

いますけれども、843万円余の増額補正をお

願いしております。 

 これは、説明欄にありますとおり、昨年12

月に農地法が改正されまして施行されました

けれども、これに伴いまして、農業委員会が

行います農地基本台帳システムの改修、例え

ば農地利用状況調査ですとか遊休農地の措置

状況などを追加することになっておりまし

て、そういうことで、システム改修が必要と

いうことで市町村農業委員会から補助事業の

要望増があっておりまして、それに伴うもの

でございます。 

 最後に、最下段の農地調整費のうちの自作

農財産管理処分費でございますけれども、2,

038万円余の増額補正をお願いしているもの

でございます。 

 これは、説明欄にありますとおり、戦後の

農地改革等におきまして、国が買収をいたし

まして、それが自作農財産というふうに言っ

ておりますけれども、これは法定受託事務で

県の方が今管理しているところでございま

す。その際に、国が買収した際に出されまし

た買収令書というものがございまして、これ

は大変古くなっておりまして、それをマイク

ロフィルム化し、またそのデータベース化を

図るものでございまして、管理業務を効率化

することを目的としているものでございま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 
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○佐藤雅司委員長 以上で説明が終了いたし

ましたので、議案等について質疑を受けたい

と思います。質疑はありませんか。 

 

○児玉文雄委員 この説明資料の方も一緒に

やっていいんですか。 

 

○佐藤雅司委員長 はい、結構です。 

 

○児玉文雄委員 林業公社の正味資産は、た

しか約300億の正味資産が評価してあるです

ね。これはたしか面積は9,258、だから、そ

れで資産を割ると、１ヘクタール100万です

かな、評価してあるのは。どうですか。 

 

○河合森林整備課長 9,200ヘクタールで全

体が300億円ということでございますので、

計算すれば大体ヘクタール当たり300万円程

度かと思います。 

 

○児玉文雄委員 これは資産であると同時

に、右の方の負債の中に固定負債、これは借

金ですよね。これが297億8,300万あるという

こと、そういう見方でいいんですかね。 

 

○河合森林整備課長 予算の計上の仕方とい

たしまして、山林の造成にかかった費用自体

が資産であるという形で計上することになっ

てございます。それにあわせまして、実際に

かかった費用がほとんど借入金で賄っておる

関係で負債の額とほぼ近い額になっておると

いう状況でございます。 

 

○児玉文雄委員 今、森林の売却もしておら

れるわけですよね。大体伐採期限が来た樹齢

の、たしか42年と43年ぐらいだったかな、こ

の期限が。これを売っておられる、処分して

おられる１ヘクタール当たりの単価はわかり

ますか。 

 

○河合森林整備課長 実際の林業公社につき

ましては、先ほども御説明させていただいた

のですが、平均的な木の伐採林齢が50年程度

でございますが、それを長伐期化するという

ことで、大体80年程度ということで今契約期

間を延ばしておるというような状況でござい

ます。 

 それで、実際の分収林の主伐は、公社の方

では平成30年ぐらいから本格的な時期が始ま

るという状況でございまして、平成21年度に

つきましては、木の伐採を行ったものは間伐

といいまして、その途中の作業という状況で

ございます。 

 

○児玉文雄委員 もうそれはわかっとるわ。

なら、林業公社は立木処分はやってないとい

うこと。 

 

○河合森林整備課長 今現在はやってござい

ません。平成21年度につきましては、やって

ございません。 

 

○児玉文雄委員 それは単年度であって、今

までやった経緯があるんだけどね。大体150

万ほどだろう、ヘクタール当たりが、売った

価格が。それが資産を300万で計上してある

わけよね。だから、切れば１ヘクタール当た

り150万損するわけですよ。単純に言うなら

ば、これ全部林業公社の山を切ってしもた

ら、150の300だから450億、だから150億ぐら

いの赤字が出てくるわけですよね。だから、

こういう報告書が正しいのかな、正しくない

のかな、評価の仕方たいな。これは、費用を

積み立てた分がこれでしょう。だから、ある

程度これは赤字隠しをやったやり方なんです

よね。その点、どう思われますか。 

 

○佐藤雅司委員長 私も、一昨年でしたか、

この委員会に出席をしておりました。東海大

学の教授だったですか、を座長にして――九

 - 11 -



第７回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成22年10月５日) 

州大学ですか、九大だったかな(｢境先生」と

呼ぶ者あり)そのような状況をちょっと説明

していただけませんか。一昨年の、ここに書

いてはありますけれども、その状況の中で、

こう結論づけて、こういうことになっている

という……(｢まず質問に答弁をさせなんた

い」と呼ぶ者あり)はい。下林次長、そこの

ところは御存じですか。 

 

○河合森林整備課長 済みません、会計制度

の関係に関しまして御説明させていただいて

よろしゅうございますか。 

 

○佐藤雅司委員長 それでは、河合課長、そ

このところをきちっと説明してください。 

 

○河合森林整備課長 公社の会計制度につき

ましては、今現在見直しを行うということに

なってございまして、児玉委員御指摘は、か

かった金額を資産とするということは赤字隠

しではないかという御指摘でございますが、

今の会計制度上そのような形になっておりま

して、非常に不合理な面もあろうかというこ

ともございまして、山林の時価評価を行うべ

きではないかということで今検討しておると

ころでございます。 

 林業公社の問題につきましては、全国的な

問題でもあるということもございまして、そ

れを全国的に会計基準を統一して一部時価会

計を導入する等のやり方をするべきだという

こともございまして、今年度中に全国で統一

した新しい会計制度の導入を行おうというこ

とで進めておるところでございます。また、

それにつきまして、今後関係機関等と調整を

しておるということでございますので、21年

度の会計につきましては、現在の基準でやら

せていただいておるという状況でございま

す。 

 

○児玉文雄委員 あなたたちも、会計のやり

方によってこういう赤字隠しをやっていると

いうことも一応理解した上で言ってるわけだ

な。 

 

○河合森林整備課長 赤字隠しと言われると

非常につろうございますけれども、今このよ

うな制度になっておるということでございま

すので、先ほど御指摘ありましたとおり150

万円でしか今まで売れてなかったということ

も承知した上で、このような基準でやらせて

いただいているというところでございます。 

 

○児玉文雄委員 これは、きのうきょう始ま

ったことじゃなくて、10年20年前から立木処

分もやっている。だから、これは林業公社の

経営立て直しのためにはどうかしなきゃいか

ぬという話もずっとあっております。しか

し、それは何ら金の借りかえすら、高い利息

の分の借りかえも全額できていないと。これ

をずっとそのまま引き継いでいった場合、私

は、借入金プラス赤字150万、だから物すご

い赤字になるわけですよ。 

 だから、これは一日も早く手を打って、私

は以前から申し上げておったように、県有林

というのは、もう一つ熊本県にあるわけで

す。これは、まだたくさんの山、面積も持っ

ております。だから、県有林の中に入れ込ん

でしまうというようなやり方でもしないと、

今長伐期化で80年まで延ばすと、そのときの

資産で、今40何年から――これは伐採期限と

いうのは、大体41年か２年でもう伐採してい

いというもとからの決まりがあるわけなんで

すよ。それを長伐期化、80年に持っていった

けれども、どれだけの収入増を見込んでいる

のか、そこらをちょっとお聞かせください。

そういう試算はしとるはずなんですよ。 

 

○河合森林整備課長 検討委員会の方で平成

20年３月に御報告をいただいた内容によりま

すと、長期の収支の見込みでは88億円の負債
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が残るという計算になってございます。この

期間につきましては、終期が平成96年という

非常に長い期間でございますが、そのような

形になっておると。長伐期化、また、契約内

容の見直し、分収割合の見直し等を行った場

合につきましては、木材の実際に売れる単価

にもよるところではございますけれども、こ

の88億円の負債が解消される見込みがあると

いうような内容になってございます。 

 以上でございます。 

 

○児玉文雄委員 それは、私は信じられない

話と、信用されない話だと思います。今50

年、80年の伐期を延ばしたところで、その木

の市場価格というのは、市場で売れとる価格

というのはほとんど変わりません、80年に延

ばしても。使うところが、家で使うところが

そう変わらない。80年ぐらいでは、柱とか、

かもいとか、いい部材のところに使う材料は

できないんです。これはもう一般的に構造材

というけれども、構造材になってしまうんで

す。だから、30年ぐらい延ばしたところで、

価格的上昇は私は絶対に見られないと、そう

いうふうに思っております。 

 これはやっぱりもう少し基本から見直さな

いと、あたたちが学識経験者とかいろいろな

人を集めて時間をかけてやったことが、全く

私は間違っていると、これはもう確信をいた

しております。だから、やっぱり林業公社の

問題は、これからもう少し性根を入れて見直

さないといかぬと、私はそういうふうに思い

ます。 

 

○佐藤雅司委員長 それでは、児玉委員が今

おっしゃったことを踏まえてでありますが、

あのときには、議会の方から松村先生、それ

から私も出させていただきました。全く今の

ような児玉先生の話も、何回か審議会の中で

出たことは私も承知しております。今児玉委

員がおっしゃったことを踏まえた上で、もう

一度検討をしていただくということについ

て、どうですか。 

 

○下林農林水産部次長 今委員長の御指摘の

点につきまして、この林業公社につきまして

は、平成15年に林業経営改善検討委員会とい

うものを設置いたしまして、その中で事務事

業の合理化はもちろんのこと、県並びに公庫

の借入金の金利軽減という取り組みをしたと

ころでありまして、県からの借入金につきま

しては無利子化、それと公庫につきまして

は、施業転換資金を借りるということでの金

利軽減を図るということで取り組んでまいっ

ておりますし、また、公有林の一部で分収割

合を見直したという状況でございます。 

 ただ、いろいろ御指摘が、材価の情勢等も

厳しいという中にありまして、再度この経営

を改善するための検討をしなければならない

ということで、平成20年の３月までに経営改

善検討委員会で検討をいただいたところでご

ざいます。 

 それにつきましては、今河合課長が申し述

べましたように、平成96年をめどにこのまま

でいけば88億ですが、経営改善で追加的改善

対策をし、そして材価の改善を、一定の見込

みを入れまして経営改善ができるということ

で、存続を前提に追加的経営改善対策に取り

組むという御報告をいただき、そして平成20

年８月におきまして県の方針が策定されたと

ころでございます。 

 その中におきまして、材価につきまして

は、見通しが平成17、18、19年の３カ年の平

均材価で将来の見通しをベースに将来の見通

しは伐期を延長するということでの伐期80年

ということを想定した上での試算をしたとこ

ろでございます。 

 今後、この追加的改善対策ということを、

特に河合課長が述べましたように、伐期の延

長ということと分収割合の契約内容の見直し

ということを積極的に取り組みながら、そし
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て自助努力として公社が今一生懸命取り組ん

でおるところでありますが、今後、全国ベー

スでの公社の問題につきましては、最初の御

指摘にありました森林資産の評価の方法につ

いて、今全国レベルでの検討会がされておる

ところでございまして、今年度中にその森林

資産の評価を確定させ、そして新たな会計基

準にのっとった財務諸表を策定し、そして今

後の経営のあり方について検討しなければな

らないと考えておるところでございます。 

 今御指摘された点につきまして、十分踏ま

えながら、そして最大限の公社の経営努力を

続けながら取り組んでまいりますとともに、

全国のそうした森林資産評価の手法につきま

して、報告を受けたそれに基づいた財務諸表

をつくり上げ、そして今後の経営改善をさら

なる検討をしてまいりたいと考えておるとこ

ろでございます。 

 

○児玉文雄委員 経営改善というのは、今ま

でやってきたのは公社自体が借り入れた借金

を一般会計から借りかえると、すると利息の

分が経営改善、それはちょっとおかしな話な

んですよ。それは、県も県債なんていうのは

１兆何千億円もあるわけですから、それを今

まで、例えば金融機関から借っとるのを一般

会計から持ち込んだと、借りかえたけんてい

うても、どっちかは損しているわけなんです

よ、この利息の問題は。 

 それと、今次長が言われたように、やっぱ

り時価相場、それで赤字が出たからという

て、我々は余りやかましゅう言わないと。や

っぱり山の効用というか、活用というのは、

治山、治水、空気の浄化とか、いろいろ公的

仕事が今あってるわけですよ、山自体も。 

 ただ、経済だけでこれを物差しではかると

いうのは無理だと。私も、少しですが、山を

持っとりますが、山は伐採したら赤字が出て

くる。そして、植林しなきゃならない。それ

で、もう一切山はうちの家では切ってはなら

ないと、一生立てとけと、でないと、植え

て、下刈りして、枝打ちをして、間伐をし

て、そうする金の方が――だから、合理化の

中で経費削減とかなんとか言われるけれど

も、恐らく本来やるべき山の手入れはかなり

手を抜いておられるというふうに想像をされ

ます。 

 だから、赤字でも仕方がないから、ある程

度林業の雇用もあるんだから、これはみんな

がいいと思ってこういう公社をつくって荒れ

地に木を植えた。これは、今配分率が６対４

から７対３に変わりましたね。これは、もう

ひょっとしたら分収権者は、もう県にやるよ

と、林業公社にやるよと、もうどうせ一銭が

つもならぬとを持っとったっちゃばからしか

と。 

 だから、もう私は、ある程度話し合いによ

っちゃ、今の価格評価を正式にして、もう10

％で土地もくださいと、県に。すると県は、

ずっと未来永劫に、その森林を長伐期の方に

――80年なんかでは絶対効果は出ないんです

よ。少なくとも120～130年ぐらいは、長伐期

というならばそのまま保存していかないと木

はよくならないんです。家をつくるときに、

大体県の今の処分の山というのは、母屋と

か、床下とか、そういう構造材にしかならな

いんですよ、あれが。だから、ぜひ、もう少

し資産の評価とかいろいろを正しくはっきり

と、余り子孫に借金を残さぬように頑張って

ください。 

 

○前川收委員 児玉先生はごもっともな話で

あります。 

 分収林事業というのは、国が当時一生懸命

推進して、全国で市町村も含めてあちこちで

やっていまして、すべて同じような結果にな

っている。それはもう原因は、材価がごんと

当時の予測より下がってしまったと。 

 実は、私の地元の菊池市も分収林事業をや

ってえらい目に遭いました。生産時期が来
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て、当時の分収林事業の、いわゆる市民や一

般の皆さんに登記してくださいと、買ってく

ださいというときの文書の中には、大体当時

の金利ですね、銀行預け入れ金利ぐらいは金

利保証としますというふうに見られても仕方

ないような文章まで入れて募集しとるわけで

すよ。 

 この文章は、どこから持ってきたかという

と、いや、国からもらった文章でございます

と、国に責任とれというと、国は知りません

というわけですね。今でいうなら出資法違反

というやつですよ。元本保証というやつです

よ。それを昔はやってたやつで、それが巨大

になっているのが分収林の事業だというふう

に思っていますけれども、これはやっぱり今

しばらくは分収割合なんかの見直し等で一時

しのぎながら、先生がおっしゃったように、

本当に材価を、実勢価格での評価をごまかさ

ずにきちっと出して、しかもこうやって推進

してきた事業で今こうなっとるという部分を

やっぱりちょっと理解をいただいて、これは

理解というのは国民的理解をいただいて、当

時こうやって山を守ろうということでやって

きたんだけど、材価が上がらずにこうなって

しまっていると、それであるならば、さっき

の話のとおり、例えば環境林というような形

で地権者の御理解をいただいて、国庫を投入

して国有林という形で買い上げてもらうなり

何かせぬと、今赤字をひっかぶって県でこれ

するのはばからしいと私は思っていますか

ら、国策的な形でやってきた分収林事業が全

部だめになっている原因もわかっているわけ

ですね。 

 ですから、そこは単年度単年度で見るとい

らいらしますけれども、少し我慢して、むし

ろそういう単年度会計をどうするかという視

点よりも、こういう政策を広げてきた責任、

それは別に県だけでやったわけじゃなくて、

ほとんど全国一律でやっているわけですか

ら、ということは国策的にやってきたわけで

すから、そういう部分をどう処理していくか

ということをもっと国に対して責任を負って

もらうと、これは多分市町村も協力します

よ。 

 菊池市は、それを清算したんです、最終的

に一般会計に投入して。でも、大赤字です

よ。そして、一般会計を投入して、当時の金

利の半分ぐらいで分収者と手を打って、最後

にやったんですね、御存じだと思いますけれ

ども。そんなことを全体でやれと言われた

ら、もうばからしかけん国にやらせな私はい

かぬと思いますけれども、そういう視点はお

持ちですか。 

 

○下林農林水産部次長 今、前川先生がおっ

しゃった件につきましてですが、分収育林特

別措置法ができた際の育林経費を出して、そ

れが将来的に分収するということの広がりは

あったと思います。分収造林は、植えたとき

から三者契約で動いておりました。熊本県林

業公社も昭和38年から発足し、そして松くい

虫の被害対策跡地の造林地政策も進め、そし

て奥山の荒廃を抑えてきたという、そういう

役割を担ってまいりました。 

 そして、山奥における雇用の維持というこ

とも図ってまいった、そういう働きをしてき

た林業公社が、材価の低迷によって今の単年

度の時価で評価されて、今後の経営改善はも

ちろんやりますけれども、それだけの役割を

果たしてきた林業公社の位置づけを今後どう

するかということにつきましては、今御指摘

の点につきまして、森林の適切な資産評価に

基づき、そしてそれに基づく財務諸表をし、

将来的な見通しを立てた場合に、どういうふ

うな経営体制をとっていかなければならない

かというのは判断していかなければならない

と思っております。 

 林業公社につきましては、36年から造林を

始めたんですけれども、まだ伐期に至ってい

る部分がないままでの今の材価低迷で、児玉
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先生が御指摘された資産評価からすると半額

というような現状にございます。 

 ただ、今後、国産材資源に対しての評価が

上がるという状況が出てくるのかどうかわか

りませんが、そういった将来の見通しも踏ま

えた上で今後の資産評価をし、そして今後の

適切な財務評価、そしてそれに基づいた経営

をどうしていくのかという判断はしなければ

ならないと思っております。 

 今後とも、林業公社の経営改善に一生懸命

頑張ってまいりますので、よろしくお願い申

し上げます。 

 

○佐藤雅司委員長 今各委員がおっしゃった

ことは、非常に私は重いというふうに思いま

す。ベストでもベターでもないというふうに

思いますので、ぜひそのことを踏まえて慎重

に、しかも油断をされないように、決してベ

ストでもベターでもないということを申し上

げて、この関連の質疑等を終わらせていただ

きたいと思いますが、ほかに質疑はございま

せんでしょうか。 

 

○村上寅美委員 畜産課長、口蹄疫で、部長

初め農林水産部は非常に御苦労だったと思い

ます。 

 その中で、前回も私は質問したと思うけ

ど、熊本市食肉センターが23年には閉鎖をさ

れるということが市の方ではもう決定をして

いるというふうに伺っております。 

 それについて、やはり団体とそれから県が

出資している七城の……(｢畜産流通センタ

ー」と呼ぶ者あり)食肉センターで引き合い

をしているやに聞こえたけれども、この件に

ついて、結論から言うならば、とにかく一元

化という形をぜひとってもらいたいというこ

とと同時に、もう１点は、私たちは、熊本は

肥後のあか牛しか知らぬわけですね。佐賀牛

とかどこ牛というのは、その県のブランドで

来るから、全国で一番安いそうですよ、熊本

が、買いたたかれると。 

 これには、畜産に対する窓口業務は、畜連

があるでしょう、経済連があるでしょう、そ

れからＪＡ熊本市もある。幾つもあるんです

ね。ブランドも幾つも――どがしこあるか知

らぬけれども、我々熊本県人は、うちの肥後

のあか牛ぐらいは知っとるばってん、ほかん

とはよくわからぬということで、非常に乱立

になっとるから、この団体の統廃合、一元

化、これについて、これは部長に聞きたい

な、どう考えているのか。これは衆目の、そ

れぞれはそうありたいと業界も言うんです

よ。幸いミカンなんかは、もう一本化――支

店別に違いますけれども、一応くまもととい

うブランドで出しますから、一応しています

けれどもね、その点ね……。 

 

○佐藤雅司委員長 それじゃ、その件につい

ては、村上委員、その他のところで…… 

 

○村上寅美委員 その他になるかな。 

 

○佐藤雅司委員長 はい。全部済ませますの

で……。 

 

○村上寅美委員 ごめんなさい。それは、そ

の他でいい。 

 それなら、水産振興課長、この部長が読み

上げた15億円の無利子の問題、いいですね、

この内容を教えてくれんですか。 

 

○牧野団体支援総室長 15億円は融資の枠で

ございますので、団体支援総室の方から。 

 今回の利子補給を行います資金につきまし

ては、基本的に一応１％と考えております。 

 

○村上寅美委員 利子補給。 

 

○牧野団体支援宋室長 １％に抑えるという

のが原則でございます。 
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 ただ、去年ことしとも連続でございますの

で、被害が甚大な場合につきましては無利子

にするというふうな制度でございまして、15

億円全部同じような仕組みでございます。 

 

○村上寅美委員 低利助成というのは、補助

じゃないの。低利助成というのは、利子補給

のことですか――部長の言葉で書いてあるで

しょう。 

 それでね、僕が聞きたいのは、水産だから

言うわけじゃないけど、水産振興という形が

ありながら、やっぱり農業に対してと水産に

対しては、制度自体が非常に水産は弱体なん

ですよ。 

 だから、その辺を、農林水産県、熊本、長

崎とか、それから、三重とか、千葉とか、北

海道とか、魚種は違いますけれども、その辺

と引き合いにたっても、基金にしても取り扱

いも非常に少ないし、だから養殖業というの

は金がかさむんですね。 

 これは中間稚魚の仕入れということだけ

ど、これは赤潮対策として、こういうのがな

くても、稚魚の導入資金、それから育成資金

というのが、これが国の方では、動体、要す

るに動くものとしても、畜産なんかは抵当権

とか担保、こうやって価値があるけど、それ

について、これは水産もなったはずだけど、

その辺はどういうふうに考えていますか。実

態はどうですか。その点を含めてお願いしま

す。 

 

○牧野団体支援総室長 まず、水産関係の金

融支援とか、その辺につきましては、例えば

制度資金のメニューを見ましても、農林水は

必ずしも一律じゃないんですけれども、そう

いうふうなところもございますので、特に今

回の赤潮被害につきましては、中間魚であり

ますが、いわゆる助成金、それを含めたいろ

んな運転資金を含めた融資、それをさらに保

証が受けやすいようにということで保証料補

助というふうな形でセットでするというふう

な形で、できるだけ細かにというふうなこと

を念頭に置いて対策を考えたというものでご

ざいます。 

 

○村上寅美委員 それでね、私に言わせれ

ば、養殖業というのはやっぱり日本の根源な

んですね。水産というのは、島国でね、そし

て、特に熊本は、有明海、八代海、天草とい

う日本にない３つの海に囲まれているという

段階で、常にこんな赤潮が来たり非常に危険

度合いが強いということも含めて、振興する

ならやっぱり農業並みにいろいろ融資制度と

かその辺を扱っていただきたい。恐らく保証

協会がありますね、事業で。保証協会と比較

すると、100分の１も――1000分の１ぐら

い、要するに扱いが全然――余りその辺はど

うかね、少ないと思う。だから、もうちょっ

と積極的に今後――要望しとく。もう要望で

いいから、積極的に対応してください、水産

課全体。部長、よろしくひとつ……。 

 

○佐藤雅司委員長 要望でいいですか。 

 

○村上寅美委員 いいですか、ちょっと一

言、姿勢を示して。 

 

○田農林水産部長 水産関係の支援につき

ましては、今村上先生の方からお話ございま

した。今までは、確かに制度の中で水産の方

が薄いんじゃないかというふうに言われる声

を聞いたこともございます。ただ、今回の赤

潮関係につきましては、例えば中間魚の購入

の支援であるとか、相当今までにない思い切

った対策がとれております。これも、一つ

は、農林水が同じところにおってお互いの情

報交換等もできるところもあると思います。

そういうことで、今後とも、不平等といいま

すか、そういうことがないような形で努めて

いきたいというふうに思います。 
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○村上寅美委員 部長ありがとうございまし

た。 

 今回はという言葉があなたから出たよう

に、養殖業ということに対して、ぜひそうい

う姿勢をお願いしておきます。要望で。 

 

○佐藤雅司委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○渡辺利男委員 農業公社の問題ですね。先

日説明をいただきましたけれども、会計検査

院からの指摘によって、強化拡充基金２億9,

990万のうち半分を国庫返納ということだそ

うですが、熊本県はしっかり基金を人件費に

充てていたということですが、たった350万

しかなかったわけですたいね、そもそもです

ね。350万というならば、ここの職員合計27

名いらっしゃるうち非常勤職員１人分ぐらい

の年収にしかならぬのでしょうけれども、大

体こういう基金を積み立てておく意味があっ

たのかどうかですたいね。今後半分になった

らどうされるのか、そこのところをちょっと

お尋ねします。 

 

○村山農地・農業振興課長 農地・農業振興

課でございます。 

 先日新聞報道いたしまして、皆さん方に御

説明したとおりでございますけれども、３億

円に対して350万円の運用益が出ていたとい

うことで、これはすべて合理化事業の方の人

件費に充てたということで、会計検査院から

そのことについては指摘されてなかったわけ

でございますけれども、そのほか、農業公社

につきましては、農地保有合理化事業をやり

まして、売買をする場合に手数料を取ってお

りまして、それによって人件費等を運用して

いたというふうなところでございます。 

 それで、この基金がなくなるということに

なりますと、やはり運営上支障が出てくるこ

とがありますものですから、しかも、熊本の

場合は、そういった不適正な経営をしてなか

ったということでございますので、これはぜ

ひ国の方に対しては、廃止に伴う代替措置を

お願いしたいということを強く申し入れたい

というふうなことで考えているところでござ

います。 

 

○佐藤雅司委員長 渡辺先生、よございます

か。 

 

○渡辺利男委員 他県では、もう廃止しとる

ところもありますし、会計検査院も、この関

係事業については廃止するようにという指摘

をされておるわけですけれども、それでも熊

本県の場合は、この基金事業というのは続け

ていきたいということなんですか。 

 

○村山農地・農業振興課長 やはり350万と

いう金額ではございますけれども、一応運用

益が出ておりますものですから。 

 実は、農業公社につきましては、昨年の事

業の仕分けで国庫補助金を半減または廃止と

いうふうな、最初の事業仕分けですけれど

も、そういうのが出ておりまして、それでも

非常に困ったんですけれども、何とかやりく

りをやっていこうというふうなところでござ

いまして、さらにこういうふうなものがあり

ますと、運営上やはり今800万程度の黒字が

出ておりますけれども、非常に厳しくなると

いうことでございます。ぜひそういうふうな

ことは続けていただきたいということで考え

ておるところでございます。 

 

○渡辺利男委員 国がうんと言うてくれれば

いいけれども、もうだめだとなった場合はど

うするんですか。基金は半分になるし、益金

も半分になるでしょうたい。 

 

○村山農地・農業振興課長 今回の350万で
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ございますね。そうなりますと、やはり、実

は、その人件費については、県の補助金も人

件費には使えないということになっておりま

すものですから、そうなると、やっぱり公社

の自助努力に頼らざるを得ないということに

なってくるかと思います。 

 

○佐藤雅司委員長 ほかにございませんでし

ょうか。 

 

○児玉文雄委員 林業振興課に新しい製品開

発のことが載っておるんですが、どういう製

品開発を考えておられるのか、ちょっとお聞

かせいただきたいと思います。 

 

○藤崎林業振興課長 今、構造材としての柱

をつくりますのに、背割りを入れまして、そ

して、それで乾燥もひとつ進むということな

んですけれども、そこが開いたままではいけ

ないものですから、そこにくさび形のものを

入れて、そして製品化を図るというのが１件

ございます。 

 そして、もう一つは、これはコンピュータ

ーのシステムになるんですけれども、今県内

のどこにどういう材がある、それに対して発

注者からどういう材が必要だというのが出て

くるというのをスムーズに手配をして、県産

の木材をスムーズに提供するようなシステム

をつくるというのが１つございます。そうい

うのがございます。 

 

○児玉文雄委員 木材業界では、背割りとい

うのは、木の裏に芯まで通るようにのこ目を

入れるんです。これは、一つはひび割れ防止

なんですよね。特に、ヒノキ製品あたりは、

乾燥するとぱりぱり割れて、新築の家のとこ

ろなんかに行ってみると音がするんですよ

ね、ぱりぱりと。それは木が割れているんで

すよ。これは新しい製品開発じゃなくて、こ

れはもう昔から業界としてはやっていること

なんです。 

 だから、それをあえて新製品開発に入れる

のはどうかというふうに思いますし、今まで

フローリングとか壁板とか、主に家の中の内

装材は木材加工商品として出てきておったん

ですが、今の大手がつくる建材といいます

か、外壁材――最近、私の自宅のすぐ隣にえ

らいいい建て売り住宅が２戸ほど建ったんで

すが、外壁なんかは色が違うだけでサイディ

ングなんですが、昔のサイディングと違っ

て、今のサイディングというのは、大変見か

けもよくなって、色もよくなって、いろいろ

よくなっていると。だから、私は、やっぱり

木材需要の拡大という点から考えるならば、

木材も外壁に使えないだろうかと、そこらあ

たりの新製品開発は進めるべきだと。 

 しかし、木の場合は、外壁に使った場合、

火に弱い。これを何かでカバーすると、そう

いう系の防火塗料とかなんとかもあると思う

んですが、そこらあたりで改良するとか、ま

た、色も何種類かに分けて、お客さんの好み

に分けて色もある程度つけていくとか、何か

そういうあたりを考えないと、今の新商品開

発だけでは、木材需要というのは私は伸びな

いと思っておるんです。 

 だから、やっぱり木材が伸びるような形、

例えば何基本法だったですかね、新聞にも載

っておりましたが、知事の答弁でも一般質問

の中でありましたが……(｢木材利用促進法」

と呼ぶ者あり)木材利用促進法、ああいう法

律改正というのは、私は大変よかったと。あ

れは、やっぱり熊本県あたりも、条例として

これをはっきり使っていただくような形をと

っていかないと、いいことでも、一つの党利

党略で、党の何というかマニフェストみたい

な関心を呼ぶことで終わったのでは困ると思

うんです。 

 だから、確かに私は、この間の基本法とい

うのはよかったと思うから、あれを今後本当

に市町村あたり――市町村は、やっぱりまだ
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県に比べると公共の建物あたりが多いですか

ら、そこらあたりに３階までは本当に一部の

特殊な建物以外は木を使うと、そういう方面

で県も頑張ってもらうと需要拡大に必ずつな

がると思いますので、その点よろしく。 

 ひとつどうですか、部長、何回か答弁され

て聞いておりますが、もういっちょ突っ込ん

で、あれではもう通り一遍の答弁になってお

りますけんが、部長、ひとつ考え方をお願い

します。 

 

○田農林水産部長 先ほどから、材価、木

材価格の低迷という話があっておりますけれ

ども、昭和50年代と比べると３分の１、その

間の物価上昇率とかが２倍近くになっていま

すので、それからすると６分の１という本当

に恐るべき値段低下で、そういうことで先ほ

どの森林の整備、手入れが進まないのも、も

うすべて需要というか木材価格と需要がない

というようなことで、それで価格にしても、

外国材のあれについては、もう近年どこも例

えば輸出を制限するとかというふうになって

おりますので、ぜひ需要の拡大の面で、建築

初め家庭にそういった炭素資源としての木材

を蓄積してもらうような取り組みが必要とい

うことで、１～２年ぐらい前から一生懸命今

需要拡大に取り組んでおります。 

 そういう意味で、今度の木材利用促進法の

成立というのは大きな後押しになると思いま

すし、ぜひ建物の面、それとか、あと木製

品、机とかいすとか、そういった木製品の面

でも、ぜひ家庭で使っていく、そして、でき

るだけ子供たちにも使ってもらうというよう

なことでの木材の利用の拡大をぜひ進めてい

きたいというふうに考えております。 

 

○佐藤雅司委員長 要望でよかですね。 

 

○児玉文雄委員 ぜひ、熊本県は、その基本

法を条例に持っていっていただきたいという

ふうに思います。 

 

○村上寅美委員 それは、国でありがたいと

あたが今言うたから、できたつでしょうた

い。できぬところが条例……。 

 

○児玉文雄委員 基本法ができただけだもん

な。 

 

○前川收委員 法律をつくって、熊本県とか

市町村に対しては、基本方針を定めると……

(｢条例化せいて」と呼ぶ者あり)そうそう、

基本方針ですから、議会の議決も何もいらぬ

けん、そっちでつくんなっとよかわけばって

ん、それじゃ推進力にならぬじゃないかとい

う意見ですたい。もっと重みのある、強制力

のあるやつという話ならば、条例をそっちが

つくらぬならこっちでつくるですたい。 

 

○佐藤雅司委員長 条例化については、何か

お答えありますか。 

 

○下林農林水産部次長 答弁でも、できるだ

け早期に県レベルの基本方針は策定するとい

うことで知事から答弁いただいたところです

が、それに応じての市町村での基本方針策定

というのも今後早急に取り組むということに

しております。 

 だから、今後条例化が必要かどうかの検討

も含めまして、勉強会等をしながら今後の進

め方を考えていきたいと思っておりますの

で、その点いろいろ御指導のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○佐藤雅司委員長 それでは、ほかにありま

せんでしょうか。なければ、これで質疑を終

了します。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第６号から第８号まで、一括し

て採決したいと思いますが、御異議ありませ
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んか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○佐藤雅司委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外３件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○佐藤雅司委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外３件は、原案のとおり

可決することに決定しました。 

 次に、本委員会に今回付託されました請願

を議題とし、これについて審査を行います。 

 それでは、請第45号について、執行部から

状況の説明をお願いいたします。 

 鎌賀水産振興課長から尾山課長、それから

牧野室長、それぞれお願いいたします。 

 

○鎌賀水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 請第45号、この請願は、県下の海面での魚

類養殖業者で組織されました熊本県海水養殖

漁業協同組合からのものでございます。 

 請願の趣旨といたしましては、県下の海面

魚類養殖業は３年続きの赤潮被害で一層厳し

い経営を強いられ、毎年のように発生します

赤潮被害は養殖業者の自助努力や県のみの対

策では解決できるものではないとして、国の

積極的な対応を求め、国への意見書提出を求

めるものでございます。 

 請願項目ですが、先に水産振興課に関係し

ます項目を御説明いたします。 

 まず、１番目ですが、たび重なる赤潮被害

の現状から、今回の赤潮被害を激甚災害もし

くはそれに準じた対応を求めるものでござい

ます。 

 次のページに飛びますけれども、６番目、

これはへい死魚の処理についてでございます

が、処理方法、場所、費用の面、あらかじめ

事前の対応策の構築を求めるものでございま

す。それには、７番目ですが、赤潮の発生原

因の究明と防除対策の構築、有明海、八代海

の再生へのなお一層の対応を求めているもの

でございます。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 次に、申しわけあ

りませんが、表のページに戻っていただきま

す。 

 請願項目の２番目ですけれども、赤潮被害

を回避するための新漁場について、調査及び

施設設置につきまして国の補助を求めるもの

でございます。 

 この調査につきましては、先ほどの９月補

正予算で説明しましたとおり、国の補助をお

願いしたいというふうに考えております。 

 

○牧野団体支援総室長 それでは、団体支援

総室関係ですが、同じページの一番下の３番

ですけれども、これは金融機関に対しまして

既存の融資、債務に関します返済等の対応を

求めるものでございます。これにつきまして

は、国、県から７月に文書で要請していると

ころでございますが、引き続きの後押しをと

いうふうな内容でございます。 

 それから、裏をあけていただきまして４番

でございますが、これにつきましては、漁業

緊急保証対策事業ということで、新たな融資

を受けるに当たりまして、この無担保保証制

度が今動いておりますが、これにつきまして

の枠の増設、または新規の創設等を求めるも

のでございます。 

 それから、次の５番目は、養殖共済制度に

ついてでございますが、加入に当たりまして

の掛金負担の軽減など、それから共済支払い

金を被害実態に即応したものにすることなど

の制度見直しなどを求めるものでございま

す。 

 以上です。 

 

○佐藤雅司委員長 ただいまの説明に関し

て、質疑はございませんでしょうか。 
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  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○佐藤雅司委員長 なしという声がありまし

た。これで質疑を終わらせていただきたいと

思います。 

 次に、採決に入ります。 

 継続、採択、不採択の考え方があります

が、請第45号についてはいかがいたしましょ

うか。 

  （｢採択でお願いします」と呼ぶ者あり) 

○佐藤雅司委員長 採択という御意見があり

ますので、採択についてお諮りいたします。 

 請第45号を採択することに御異議ありませ

んか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○佐藤雅司委員長 御異議なしと認めます。

よって、請第45号は採択することに決定いた

しました。 

 ただいま、採択と決定いたしました請第45

号は、国に対して意見書を提出してもらいた

いという請願であります。 

 そこで、意見書案について、事務局から配

付させます。 

  （意見書配付) 

○佐藤雅司委員長 今配付いたしましたこの

意見書でありますが、内容もほとんど変わら

ないようでございますが、この案のとおりで

よろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○佐藤雅司委員長 それでは、御異議なしと

認めます。この意見書案を、委員会として委

員長名をもって議長あて提出いたしたいと思

います。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢はい」｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○佐藤雅司委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。執行部の報告の

申し出が４件あっております。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、白濵農林水産政策課長から報告

をお願いします。 

 

○白濵農林水産政策課長 それでは、その他

報告ということで、熊本県食料・農業・農村

計画及び熊本県水産業振興基本構想の見直し

について御説明させていただきます。 

 資料ペーパーが１枚、熊本県食料・農業・

農村計画の見直しというのがあると思います

が、それをごらんいただきたいと思います。 

 熊本県食料・農業・農村計画につきまして

は、平成17年度に策定しておりまして、５年

目に当たる本年度で計画期間が終了すること

から見直しをすることとしております。 

 見直しに当たりましては、現計画策定後の

情勢の変化やくまもとの夢４カ年戦略、国が

本年３月に公表した食料・農業・農村基本計

画などを踏まえた内容としたいと考えており

まして、来年２月の定例県議会への提案に向

けて検討を進めてまいりたいと思っておりま

す。 

 次に、資料は熊本県水産業振興基本構想の

見直しについてをごらんください。１枚ペー

パーがあると思いますけれども。 

 熊本県水産業振興基本構想につきまして

は、平成16年に策定しておりまして、ことし

で構想の期間が終了することから、これも見

直しをすることといたしております。 

 策定に当たりましては、県食料・農業・農

村計画と同様に、国、県の計画や近年の水産

業を取り巻く社会経済情勢を踏まえ見直すこ

ととしておりまして、来年２月の定例県議会

への提案へ向け検討を進めてまいりたいと思

っております。 

 以上がその他報告事項でございます。 

 農林水産政策課は以上でございます。 
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○鎌賀水産振興課長 八代海でのシャットネ

ラ赤潮被害についてでございます。 

 関係３課ございますけれども、私の方から

まとめて御説明申し上げます。 

 まず、今回の赤潮の経過及び被害状況でご

ざいます。  

 去る６月24日には有明海で、翌25日に八代

海で魚類に有害なシャットネラの細胞数が警

報レベルに達しまして、その後、天草地域の

魚類養殖業に大きな被害をもたらしておりま

す。 

 その被害は、８月９日まで、これは警報を

解除した日でございますけれども、その日ま

でに、ブリを主体といたしまして、108万尾

が死滅しまして、16億円の被害となっており

ます。３年被害の続きで、しかも過去２番目

の大きなものとなっております。 

 ２の今回の発生原因についてでございます

が、ことし５月下旬のまとまった降雨により

まして栄養塩が供給され、その後の日照時間

の急な減少によってシャットネラと栄養分の

面で競合します珪藻プランクトンがふえない

という状況の中で、昨年の赤潮の後に広域に

広がったシャットネラのシストが水温の上昇

とともに発芽、増殖したものと考えられてお

ります。 

 その次に３番目の今回の発生の特徴と被害

拡大の要因でございますが、ことしは例年に

比べて発生時期が早く、八代海の北部に加

え、八代海の各地でも同時多発的に発生し増

殖したという特徴がございます。 

 このため、本年度の新規事業として支援を

いたしました粘土散布や水産研究センターの

対策技術も十分な効果を上げることができな

いまま被害が拡大したという状況でございま

す。 

 次のページですが、４番目の赤潮被害の支

援策についてでございますが、これまで９月

補正の予算内容を御説明いたしましたので、

省略いたしますが、参考としてそこの表にま

とめてございます。 

 ５として、国に対する要望活動でございま

すが、まず、７月29日に政府提案ということ

で行っております。また、８月11日には、鹿

児島、長崎両県の知事と合同で、あわせて県

議会議長とも連名で、赤潮被害の激甚災害指

定もしくは指定に準ずる財政支援など８項目

について要望を行っております。 

 最後に、６番目として、赤潮対策について

の研究の進捗状況について記載しておりま

す。 

 水産研究センターでは、国の研究機関、大

学とも協力しながら、今年度からは現場試験

に重点を置いて実施いたしております。 

 大きく２つの手法に分かれますが、まず１

つ目は、シャットネラの細胞を破砕する手法

で、資料の中には記載しておりますが、③ポ

ンプの渦を利用した細胞の破砕、これには一

定の効果が見られております。 

 また、２つ目の方法として、魚のへい死を

防止する手法でございますが、シャットネラ

の細胞が少ない海水をくみ上げてブリを飼育

する方法で効果が見られております。 

 さらに、養殖業者に提案をして協力をお願

いし現場で実際に行った手法では、遮光幕を

設置して抗酸化物質をまぜたえさを与えるこ

とでへい死が減少する効果が見られておりま

す。 

 今後も、さらにより効果的で養殖業者が実

際に活用できる手法とするため、改善を加え

ていくこととしております。 

 次のページには、今回のシャットネラ赤潮

の発生状況を日を追って10日ごとにまとめて

記載しておりますので、御参照していただけ

ればと思います。 

 以上でございます。 

 

○村山農地・農業振興課長 次のページをお

願いいたします。 
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 熊本県農業振興地域整備基本方針の見直し

について御説明させていただきます。 

 まず、１の基本方針の内容についてでござ

いますけれども、これは、農業振興地域の整

備に関する法律いわゆる農振法に基づきまし

て、農業振興地域の指定及び市町村が策定し

ます整備計画の基準のために10年を見通して

見直すものでございます。 

 通常５年ごとに見直すということになって

おりますけれども、２の見直しの趣旨にあり

ますとおり、今回はたまたま法律改正も重な

ったこともありまして、国の方は基本指針と

言っておりますけれども、去る６月11日に見

直しを行っているところでございます。都道

府県でも、これから６カ月以内に基本方針を

変更するということになっております。 

 次に、３の見直しのポイントでございます

けれども、内容的には、10年後の平成32年時

点におきます――括弧書きで書いております

けれども、農用地区域内の農地の面積を定め

るということが主な役割となっております。

また、今回の法律改正によりまして、この農

用地区域へ積極的に編入をする必要があると

いうことになっておるところでございます。 

 そのほか、全体の計画の構成としまして

は、４に記載したとおりでございまして、５

の策定スケジュールでございますけれども、

今後、市町村調整、パブリックコメント、国

との協議等を経て、法定期限であります12月

10日までに策定したいと考えております。な

お、この間には、委員の皆さん方には別途御

説明をしたいということで考えているところ

でございます。 

 なお、下に参考として簡単なイメージ図を

つけておりますけれども、このうち左下の網

かけの最も濃いところ、農用地区域農地の農

地面積、この数値を設定するというのが、こ

の基本方針の大きな役割となっているところ

でございます。 

 先ほど説明しました国の方の指針でござい

ますけれども、国全体としましては大体２％

増ということで、今後の食糧自給率等を考慮

してそういうことになっておりまして、国の

方からでも都道府県に対しては農地の増を記

載してほしいという要望があっているところ

でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○佐藤雅司委員長 報告が終了しましたの

で、質疑を受けたいと思いますけれども、質

疑はありませんか。 

 

○前川收委員 熊本県食料・農業・農村計画

と水産業振興基本構想の両方とも、５年単位

でたしか――これは違うんですね、水産は10

年ですかね。こっちの農業・農村の方は５年

ですけれども、いわゆる県の全体的な基本計

画、振興計画なるものを見直しするというこ

とでありますけれども、いつもこういうもの

が出るときに思うんですけれども、これまで

お取り組みいただいた部分の成果とか、何が

よくて何が悪かったかという反省、ただつく

っときゃいいというものじゃないと思います

ので、その部分をやっぱりきちっと検証いた

だいた上で、より実効性の高い計画をぜひつ

くっていただきたいということであります。 

 時代背景の変化というのはわかりますし、

対処療法的に農業も県行政全体がやっていか

なきゃならない、やむを得ずやっていかなき

ゃならない部分もありますけれども、せっか

くこういう計画をおつくりになって、何がど

れだけ達成できたのかという部分とか、全然

達成できなかったものもあると思いますけれ

ども、そういった部分の検証をしとかないと

次の計画に生かされないと思いますので、そ

の点は、どうですか、全体的にアバウトで結

構ですので、前の例えば食料・農業・農村計

画が最終年度ですから、どの程度達成できて

いるというふうに思っていらっしゃるか、そ
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れはだれが言うのかな、部長ですかね、検証

なさっていますか。じゃ、まず検証から。 

 

○白濵農林水産政策課長 検証は、必ずやっ

ていかなければならないことだというふうに

思っておりますけれども、まだ詳細なところ

までは数字とかはちょっと出ておりません。

申しわけありません。 

 

○前川收委員 これは策定スケジュールを見

ると、この計画公表というのは来年３月だと

思いますけれども、まだ検証が余りなされて

ないと、してあるけれども、まとめてないと

いうんですかな、だと思いますが、急がない

とだめですよ。 

 僕が言わないと多分余り検証せずに次の計

画に行っているんじゃないかというふうに疑

いたくなるような今の答弁だったんですけれ

ども、やっぱり一回検証していただいて、委

員会でも報告していただいて、その検証結果

が次の計画にこういうふうに反映されている

という形で、プラン・ドゥー何とかとあるで

しょう。今普通に言われていますけれども、

そういう部分でしっかり反映されるようにお

願いいたします。 

 

○佐藤雅司委員長 それでは、検証と具体的

実現性について、計画はいかがですか。 

 

○白濵農林水産政策課長 今前川委員がおっ

しゃられたとおり、十分検証いたしまして、

現在の経済情勢とか農業情勢、その辺を踏ま

えまして、効果的な計画ができますよう、鋭

意努力してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 

○佐藤雅司委員長 声が小さいですね。 

 

○白濵農林水産政策課長 頑張りますので。 

 

○前川收委員 しょうもなかごたった、つく

らなならぬとじゃなかなら、つくらんちゃい

い。何もならぬもん、それは、そんくらいの

ことなら。 

 

○佐藤雅司委員長 それでは、前川委員、要

望でよございますか。 

 

○前川收委員 はいはい、大丈夫です。 

 

○佐藤雅司委員長 それじゃ、よろしくお願

いいたします。 

 報告事項、ほかにございませんでしょう

か。 

 それでは、ほかに質疑はないようでござい

ますので、これで報告に対する質疑を終了い

たします。 

 次に、その他で何かありませんか。 

 

○渕上陽一副委員長 委員会からの意見書提

出について提案したいと思います。 

 意見書案がありますので、ただいまからそ

の案をお配りいたしたいと思います。 

  （意見書案配付) 

○渕上陽一副委員長 国は、新たな食料・農

業・農村基本計画を閣議決定し、その中で、

農業生産力を支える重要な役割を果たしてい

る農業生産基盤は、必要な整備等を今後とも

推進するとしています。 

 しかしながら、平成23年度の国の概算要求

は、６割以上を削減された平成22年度当初予

算に比べ、農業農村整備事業はわずか５％増

にとどまり、農山漁村地域整備交付金につい

ては現状維持となるなど、大幅に削減された

状態となりました。 

 必要な予算が確保されず整備が先送りとな

れば、地域の農業振興、集落機能の維持や地

域資源の保全への悪影響だけではなく、その

ツケを次世代に回すこととなり、将来の食料

の安定供給や財政負担の不安を増幅させるも
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のであります。 

 食料・農業・農村基本計画における農業農

村整備に関する施策を具体的に推進するた

め、意見書案を下段にあります２項目につい

て強く要望したいと思います。 

 この意見書を国に対して提出することと

し、この議案を本委員会から提出させていた

だきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 

○佐藤雅司委員長 本委員会から意見書を提

出していただきたいという提案であります。

これについて、何か御意見等はありませんで

しょうか。 

 

○渡辺利男委員 こういう意見書を提出され

る用意があるということを、できれば事前に

知らせてもらっとった方がいいなと思いま

す。今急に出されて、この文書でどうかと言

われて、私個人だけの意見でいいならいいけ

れども、会派の意見が違うならいけませんか

らね。そういうことにならないように、やは

りきょう常任委員会があるということは早く

からわかっとったわけですから、この日に提

出する用意があるならあるということを、で

きれば早目に言っとってもらった方がスムー

ズにいくんじゃないかと。内容については、

異議はありません。 

 

○佐藤雅司委員長 それでは、また文言等に

つきましては、この委員会の中で私の方に言

っていただければ訂正をさせていただきたい

というふうに思っております。 

 それでは、この意見書案により、委員会提

出議題として本会議に提出したいと思います

が、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○佐藤雅司委員長 異議がないようでござい

ますので、この意見書により、議案を提出す

ることに決定をいたしました。 

 それでは、先ほど申しましたように、御意

見を踏まえて、また文言整理を御一任させて

いただきたいということでございます。  

 ほかにございませんでしょうか。 

 

○吉田忠道委員 ２件質問したいんですけれ

ども、１件ずつ質問したいんですけれども。 

 まず、口蹄疫関連で、幸いにして本県の努

力で本県には１頭たりとも発生させることが

なかったんですけれども、この宮崎県での発

生の状況を再度検証して、本県での対応、も

し本県で発生したならば、どういう対応をし

ていくのか、さまざまな検証、あるいはシナ

リオ、あるいはマニュアル化等々が私は必要

じゃないかと思っておりますけれども、宮崎

県での発生した原因、これも発生経路等よく

わからないということだったんですけれど

も、なぜ宮崎県で２度も起きたのかと、そう

いうところからしっかりと検証していっても

らいたいと思うんですけれども、今本県で対

応するとして、宮崎県の状況をしっかり今検

証をされているのかどうか、あるいは今後は

される予定があるのかどうか、それをまず１

件、危機管理という面からも関連してお聞き

したいと思います。 

 

○高野畜産課長 口蹄疫絡みでございますけ

れども、今国の方と宮崎県の方でも、この口

蹄疫の検証委員会というのをつくられて今検

討されているのは事実でございます。それ

で、国の方の検証委員会の方は、先般中間報

告がございまして、そのあたりの部分が今イ

ンターネットあたりで出てきているような状

況でございます。 

 そういう中で、熊本県でもしも発生した場

合、それをどうするのかというみたいな部分

で農政部内でも今検討しているわけですけれ

ども、その一番大きな部分が口蹄疫のマニュ

アル書、これを今回――10年前の部分ではつ

くっておったわけでございますけれども、今
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回宮崎県の発生が膨大な部分ということで、

今回の宮崎県に対応できるような口蹄疫のマ

ニュアルをつくろうということで、先般熊本

県版のマニュアルをつくりまして、そしてそ

の部分につきまして、各振興局、各団体、そ

ういった部分を含めて今検証しているような

ところでございます。 

 それから、先般国の方も、宮崎県の内容を

とにかく全国でしていこうということで、全

国版の机上演習みたいなのがございまして、

その部分につきまして、例えば仮に熊本のど

こが発生したときに消毒ポイントをどういう

格好でつくるか、埋却をどういう格好でする

のか、そういった机上演習がございました。 

 そういう中で、各県の状況、それと各振興

局からの埋却とかなんとかの部分は、人員が

100数十名ぐらい要ります、初期対応で。そ

ういった部分の割り当てあたりをして、いつ

熊本県で起きた場合でも対応できる、そうい

った部分の態勢をしているような状況でござ

います。 

 それから、熊本県の場合も、一応11月には

予定しておりますけれども、仮に県内で発生

した場合に、どういった格好で初動の措置を

していくのか、そういったものを含めて、現

実に発生した場合の対応、こういったものの

演習を今検討しているような状況でございま

す。 

 

○吉田忠道委員 再度確認させていただきま

すけれども、マニュアルはできとるというこ

とですね、もう。 

 

○高野畜産課長 はい、そうです。 

 

○吉田忠道委員 その辺は、まだ見ていませ

んけれども、マニュアルはできとる。そした

ら、それに対して一つの例ですけれども、阿

蘇、菊池地域に宮崎県程度の口蹄疫が発生し

た場合に、適切に対応が今できるということ

が言えますか。 

 

○高野畜産課長 一応マニュアルの部分で

も、例えば宮崎県みたいに290例、そういっ

た部分はあれなんですけれども、数十例ぐら

いまでだったら、ある程度対応できる人員、

そういったものを中に入れて、だれがどうい

うふうな対応をするというみたいな格好で今

しているような状況でございます。 

 

○吉田忠道委員 じゃあ、マニュアルを一回

見せてください。次の質問をよろしいです

か。 

 

○佐藤雅司委員長 はい。それじゃマニュア

ルをお見せしてください。 

 

○吉田忠道委員 次は、全然変わりまして、

戸別補償関連ですけれども、今年度まもなく

米の収穫、もう収穫も始まっていますけれど

も、戸別所得補償が出されます。 

 その中で、米の価格が、この戸別所得補償

があるからという、この制度のせいによって

値下げをされているというような話をちょっ

と聞いておりますけれども、そういう傾向が

あるのかどうか、もしあったとしたら、これ

は当然下がったとしても、その補償がまたあ

るわけですね。そうしますと、どんどんどん

どん税金を投入ということになっていくんで

すけれども、それに対応していけるのか、そ

の付近のちょっと見込みを聞かせてくださ

い。 

 

○本田農産課長 今の戸別所得補償の関連で

すけれども、確かにいろいろお話の中では、

そういう１万5,000円のお金が出るというこ

とで、その分を引いてくれというような流通

段階でのそういうお話があるということはち

ょっとうわさでは聞いたことがございます。

ただ、そういう場合でも、そういうのは一切
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禁止されておりますので、これは農政局の方

に相談の窓口がありますので、ぜひ御紹介を

いただきたいと思います。 

 

○中村博生委員 関連でいいですか。 

 私も今のことを言おうかなと思っておりま

したけれども、全く同じような話なんですよ

ね。県内どこの地区でもそういった話になっ

とると思います。(｢なってます、米は」と呼

ぶ者あり)本当に、流通業者がそれを当てに

して安く買いたたくような――これは米ばか

りに限らぬとですよ。イグサもそやん。イグ

サも、やっぱりそういう傾向があるかに聞い

ております。 

 この対策といいますか、いろんな、今課長

の話じゃ農水省の方で窓口があるということ

でありますけれども、そこまで私も知らぬだ

ったけんですね。これはもう徹底していかん

といかぬかなと思いますし、米の価格にして

も、新聞に載っとるとは平均すれば１万4,00

0円とかですたい。相対何とかかんとかてあ

るじゃないですか。何か安くなった、東北産

米は安くなった、しかしながら、相対取引価

格は上昇しつつあるような感じで載っとっと

ですよね。中身的にはそやんじゃないという

ような思いがありますけれども、熊本県産

で、銘柄もありますけれども、等級もあるか

と思いますが、熊本県産で言えば、あれが幾

らとか例があればちょっと……。 

 

○前川收委員 関連でいいですか。 

 私が聞いているのは、もちろん今年度産の

米ですから、まだ流通に出てないので、これ

からですけれども、農協は買い入れをしなき

ゃいけません。仮払いをしますね。相場を想

定して、大体幾らでと先払いするわけです

ね。その価格が既にもう１万円を切ったと、

１万円を切っていると。恐らくＪＡでは、そ

れは決定事項になっていると思います。１万

円を切ったという状況、これがいわゆる流通

過程において買いたたきになっているのが、

例の反当１万5,000円の戸別所得補償が原因

かどうかについては、現行犯がいないとなか

なかわからないものですから、それは告発し

ても、告発できる内容があれば告発してほし

いんですけれども、全体にもう下がっとるわ

けですね、全体に。１万円が――ＪＡグルー

プでことしの米の買い取りの要するに予定価

格というのかな、先払い価格が１万円を切っ

ているという、この実態は、これは事実とし

て出ている状況であります。 

 ですから、これはたとえ反当１万5,000

円、これはもう基準ですよ、まず。配られた

にしても、反当10俵とれたとして、１俵当た

り1,500円ですよ。プラス1,500円、上に乗る

かどうかわかりませんよ。乗るかどうかわか

りませんけれども、1,500円乗って１俵当た

りが１万1,500円ぐらいになるということで

しょうか。これは絶対足りないと思います、

基準価格が幾らかということからすれば。そ

の辺についての状況の把握がなされているか

どうか、そこも一緒に教えてください。 

 

○本田農産課長 まず、ことしの米の価格の

安値ということでございますけれども、いろ

いろ報道等の資料に基づきますと、まず、昨

年の米は非常に在庫が高水準ということであ

りまして、そういう中で、本年産の新米が昨

年よりも１～２割安くなっているという状況

のようでございます。 

 特に、ことしの場合が、春先の天候不順と

か、あるいは低温とかがございましたので、

非常に品質も余りよくないということで、そ

れが価格安にも拍車をかけているということ

でございまして、先ほどお話のありました戸

別所得補償に関連しての価格安ということで

はないと認識しております。 

 それと、どこかの事例がということでござ

いますけれども、残念ながら天草の早期米は

もう既に出荷されておりますけれども、その
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数字はちょっと今持っておりませんが、全国

的な話で申し上げますと、大体１～２割安い

取引価格ということで推移しているというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

 

○佐藤雅司委員長 先ほどの課長の話の中

で、農政局に行って聞いてくださいみたいな

話がありましたけれども、それはどういうこ

とですかね。やっぱり県として、そうしたお

問い合わせがあれば、丁寧にこういうことで

すよということを答えていくことは必要なん

じゃないですか。 

 

○本田農産課長 実は、決して県が避けるつ

もりじゃありません。一応この制度が国の制

度ということで、国でそういう相談窓口をち

ゃんと設置しておりますということで、もし

必要であれば、我々も当然そういう御相談を

受けますし……。 

 

○佐藤雅司委員長 そこは、丁寧に、役割分

担があったとしても、県として、ちゃんと相

談に乗ってください。 

 ほかに、その件でありませんか。 

 

○前川收委員 その件で、まだいいですか、

私の方から言って。 

 例えば、米の値段が下がってきたときに、

今までは政府買い入れで市場買い支えという

ことを明確にやってきたじゃないですか。そ

のことによって米価を下げないという政策を

やってきたと思います。というか、やってき

たわけですよ、明確に。 

 今回こういう状況になって、戸別所得補償

だから、先ほど吉田委員がおっしゃったとお

り、税金使って――どっちも税金を使うのは

一緒なんですけれども、税金を使ってとにか

く下がった分はどんどん入れていくという流

れになれば、これは米の暴落はずっと続きま

すよ、恐らく間違いなく。 

 それは、表面的に課長がおっしゃったよう

に、戸別所得補償制度の影響が明確に証拠と

して出ているということではないけれども、

マインドとしては、買い入れ側からすれば、

あたどまお金もらうでしょうと、もらってい

るでしょうということは全然当たり前の話

で、もう市場ではそういう話になっているん

ですよ。だから、まけろとは言わないです

よ。でも、札を入れるとき安く入れれば、結

果として実勢的な市場原理に基づいた話にな

ってる。 

 しかし、マインドの中にはそれも入ってし

まっているわけですから、そのことも私はこ

の米の暴落の要因に――暴落とまでは言いま

せんけれども、少なくとも暴落に近いような

形、これは最終的に全部入札が終わらないと

幾らになったというのは結果が出ませんか

ら、今の制度でいくと非常にわかりづらい、

場合によっては来年、再来年までわからぬと

いうことまであるらしいんですけれども、今

の状況ではとにかく下がっていると。 

 その証拠に、農協が農家には売れた後に精

算するんですけれども、入札が終わった後に

精算するんですけれども、それは１年も２年

も待たせるわけにはいかぬからということで

先に払うわけですね。その払う金がもう１万

円を切っていると。反当１万5,000円、１俵

１万5,000円なんていうのは遠い昔の話で、

もう１万円を切った話になってて、それがも

しも払った価格より安くなっとったら、また

補助をもらわなん、農家からとらないかぬと

いうことまで、この間、農協でも現実的な話

としてそうなる可能性があるという話が出て

おったんですけれども、戸別所得補償でいわ

ゆる下がったなら補てんするということでし

ょう。(｢はい」と呼ぶ者あり)ですから、そ

れはどの程度の補てんが出るのかということ

を早く――これは何年もまたかかっていくの

かというのであれば、この値段が売れてしま
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わぬと確定しないという話であれば、支払い

がおくれてしまうということになると思いま

すから、その点の制度がどうなるのか。 

 それと、もう一つは、政府買い入れをする

ことはもうないのか、しないのか、何か情報

を持ってらっしゃるかどうか、そこも含め

て。 

 

○本田農産課長 まず、支払いの関係ですけ

れども、新聞報道等によりますと、１万5,00

0円の固定払いにつきましては、年内に払う

と。ただ、地元の都合によりましておくれる

ところもございます。 

 それと、差額分につきましては、最終的に

やはり実績が出ないとその差額ははじけない

ということになりますので、年度内にできる

のか、年度があけるのか、ちょっとその付近

は私は把握しておりませんけれども、できる

だけ早く支払われるようにお願いをしていき

たいと思います。それと……。 

 

○前川收委員 買い入れ。 

 

○本田農産課長 買い入れにつきましては、

残念ながら政府・与党の方では、現在一切し

ないということで御返事されていますので、

それ以後の状況はまだ把握をいたしておりま

せん。 

 

○前川收委員 年度内ぐらいでおさまればい

いですけれども、現実的に米の売買が最終的

に終わるのは、来年とか再来年とか――おと

としの米がことし売れているという話です

よ、まだ現実に。そうなると、どのところで

きちっと確定なさって支払いをするかという

ことによっては、農家は、ことしつくった米

の値段が安くなった分を、来年もらうとか再

来年もらうんだったら、もう農家はつぶれま

すよ、正直言って。 

 そこはやっぱり何らかの平均的なものかな

んかでやるとか、ある程度、８割売れればと

か５割売れれば、その価格を適用するとか、

そのくらいでやらないと、最初にばっと売っ

て、入札が終わって、あと残るじゃないです

か。それが全部売れないと確定しないわけで

すから、そこの制度矛盾については、やっぱ

り国に対してきちっと――実態的にことし初

めてですから、そんなにおくれてもらっちゃ

困るということをちゃんと言うてください。 

 もともと値段確定ができないから、この制

度には矛盾があると、私たちは――私は少な

くとも制度矛盾だと言ってきたんですけれど

も、そのとおりに今なってしまいよるという

ことですので、そこはやっぱり、まずは行政

ベースでこういう混乱が起きて――米は現金

収入ですから、年に１回の現金収入ですよ、

簡単に言えばですね。米農家、米だけしかつ

くっていない農家に行けば、それが滞るとい

う状況になるわけですから、大変な問題にな

りますよ。 

 そこは、しっかり国の情報と今の農家の実

態を照らし合わせながら、国に早急な対応を

やっていただけるようにお願いします。どう

せこの秋、稲刈りが始まってすぐ出ますよ、

この問題は。年越し資金ですから、米の値段

というのは。 

 

○佐藤雅司委員長 そのことも要望ですね。 

 

○児玉文雄委員 関連。 

 国は、所得補償は面積でするんじゃないの

かな。 

 

○本田農産課長 固定払いと、それと安くな

ったときの差額を払うという２つの助成があ

ります。 

 

○児玉文雄委員 面積じゃない……(｢１万5,

000円が面積です」と呼ぶ者あり)それが10ア

ール当たりが幾らとかなんとか、そういう…
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…(｢１万5,000円、反当たり」と呼ぶ者あり)

１万5,000円でしょう。だから、面積で払え

ば確定できるわけですよね。 

 

○前川收委員 それは、安かろうが高かろう

が１万5,000円払うとですよ、先に。その下

がった分の差額をまた払うとです。 

 

○児玉文雄委員 だから、基礎が、計算が面

積であれば、それはできるわけです。今の農

協の米の販売代金は、仮払い金を9,000円ぐ

らい払って、あと精算するのは１年――そう

ですね、大体１年何カ月かかるんですね。そ

んなにかかるんです。 

 

○前川收委員 ここだけの話、その単価が確

定して幾ら下がったかで、生産が幾らかかっ

ているか、この差額分を補てんするというの

が今度の制度ですよ。米が幾らだったかの値

段が確定するのが１年かかるわけでしょう。

我々知ってるわけですから。１年以上かかる

わけです、ずっと。それがわからぬとに、い

つ補てんするかなんて、それは１年後補てん

してもろたっちゃ、もうそのときはつぶれと

ると。均等払いの分の反当１万5,000円とい

うのは、すぐ払えますよ。しかし、あとは戸

別ですから、大体平均で幾ら下がったと……

(｢戸別補償だからね」と呼ぶ者あり)戸別所

得補償ですから、そこが確定しないと補てん

できない、制度上。だけん、１年以上かかり

ゃせぬですかという話になります。 

 

○佐藤雅司委員長 それでは、その他の部分

で、先ほど村上委員がおっしゃったこと…

…。 

 

○村上寅美委員 もうよか、おれのは。後で

……。 

 

○佐藤雅司委員長 高野課長、後でちょっと

お願いしておきます。  

 その他の件で、ほかにございませんか。 

 

○吉田忠道委員 １件、確認だけよろしいで

すか。 

 先ほど、熊本県食料・農業・農村計画の見

直しについては、前川委員の方から指摘があ

りましたけれども、ちょっと似たようなやつ

で、平成18年に、農業経営基盤の強化の促進

に関する基本方針とか言っていますけれど

も、これはまだ生きとるわけですね。そし

て、これは生きとってずっと――そして最後

は目標的なことを書いてあるけれども、これ

は何年先ぐらいを目標にされているのか、ち

ょっと確認したいんですけれども。 

 

○村山農地・農業振興課長 これは基盤法と

言っておりますけれども、本県では、平成18

年４月に、県の基本方針ということで、この

法律に基づいて策定をしております。 

 今回、県の方でも、これにつきましては―

―ということで、国の農地法等の先ほど申し

ました法律改正もございまして、昨年12月に

施行されましたので、平成22年３月12日付で

県の基本方針を一部変更しております。 

 

○吉田忠道委員 変更しとる。変更しとるけ

れども、生きとるということですね、そのま

ま。 

 

○村山農地・農業振興課長 そうでございま

す。 

 

○村上寅美委員 ちょっと１点いいですか。 

 水産の覆砂事業について、予算化は聞いて

おるけれども、現状はどうなのか。見通し、

その辺わかるだけちょっと。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 21年度から22年度

には大幅に予算を上げております。それで、
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今アサリが有明海におきましては非常に落ち

込んでいるという状況にありまして、23年度

も、今年度以上に予算要望をしていきたいと

いうふうに国の方に要望しております。 

 以上でございます。 

 

○村上寅美委員 それで、その覆砂をできる

だけ――覆砂に対しての採取、有明海という

要望がかつてからあっとったし、そういうこ

とで言っているけれども、有明海も含めて、

県内外も含めて、どういう現状なのか、その

辺は……。 

 

○尾山漁港漁場整備課長 有明海の漁業者か

らは、有明海の砂が欲しいということで要望

があっております。そういうことを受けまし

て、県としましては、具体的には、三角沖の

砂を、来年度は県が覆砂事業と一緒になって

そこを掘りにいって覆砂をするということ

で、今三角漁協と交渉をやっているという状

況でございます。 

 

○佐藤雅司委員長 それでは、ほかにござい

ませんでしょうか。  

 なければ、以上で本日の議題はすべて終了

いたしました。 

 最後に、陳情書が１件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

 なお、委員の皆様方には報告事項がありま

すので、このまましばらくお残りいただきた

いと思います。 

  午後０時15分閉会 
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